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インドにおける洪水被害に対する緊急無償資金協力について 

 

１．本２日，我が国政府は，国際赤十字・赤新月社連盟（ＩＦＲＣ）を通じて，

インドにおける洪水被災者への救援物資の配布等に対する支援のため，２０

万ドル（約１，６４０万円）の緊急無償資金協力を実施することを決定しま

した。 

 

２．ウッタラカンド州等のインド北部では，６月１６日から豪雨が続いて洪水

被害が発生し，１９日にシン・インド首相が被災者に対し１００億ルピー（約

１６０億円）の支援を行うことを発表しました。６月２６日時点で今回の洪

水による死者は８２２人，避難民は約９万人に達すると報じられています。 

 

３．我が国は，ＩＦＲＣからの要請を踏まえ，インドとの間に「戦略的グロー

バル・パートナーシップ」に基づく友好協力関係があること，日本がインド

に対する最大の経済協力供与国であること，また，東日本大震災に際しイン

ドから寛大な支援があったことにも鑑み，被災者に対する人道的支援のため，

同国に対し今回の緊急無償資金協力を実施することとしました。我が国は，

今回の緊急無償資金協力に加え，ウッタラカンド州の中長期的復興に向けた

努力も支援していく考えです。 
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